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総務企画常任委員会 

 

令和３年１１月２６日（金曜日）午前１０時５６分開会 

 

出席委員（９名） 

委 員 長 山 形 紀 弘  副 委 員 長 中 里 康 寛  

委 員 鈴 木 秀 信  委 員 星   宏 子  

委 員 相 馬   剛  委 員 鈴 木 伸 彦  

委 員 中 村 芳 隆  委 員 山 本 はるひ  

委 員 玉 野   宏    

 

欠席委員（なし） 

 

紹介議員（なし） 

 

出席議会事務局職員 

書 記 飯 泉 祐 司    

 

議事日程 

  １．開 会 

  ２．協議事項 

    ⑴１２月定例会議における委員会の運営（付託予定議案、日程等）について 

    ⑵その他 

  ３．その他 

  ４．閉 会 



－2－ 

開会 午前１０時５６分 

 

◎開会及び開議の宣告 

○山形委員長 じゃ、皆さん、改めましてこんにち

は。 

  ただいまから総務企画常任委員会を始めさせて

いただきます。 

  本会議終わった後、慌ただしい中お集まりくだ

さりありがとうございます。 

  また、過日行われました議会なしおふれあいト

ーク、２回とも成功に終わり、皆さんのおかげで

無事終了することになりました。 

  また、11月の中旬には、塩原の指定管理者に視

察していただき、見えた課題と、今後の私たちの

取組がまた再認識されたと思いますので、よろし

くお願いします。 

  本日は、今年の12月の議会の対応ということで、

協議してまいりますので、ぜひよろしくお願いし

まして、私の御挨拶とさせていただきます。 

  ここからは着座にて進行させていただきます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎協議事項 

○山形委員長 それでは２の協議事項⑴、12月定例

会における委員会の運営（付託予定議案、日程等）

について、事務局から説明をお願いします。 

  事務局。 

○飯泉書記 じゃ、飯泉のほうから説明のほうさせ

ていただきます。 

  まず、12月定例会議のほうに委員会のほう付託

される予定の案件は、今、お配りさせていただき

ましたこちらになります。 

  案件としましては、議案のほうは６件になりま

す。企画政策課が２件、総務課が２件、課税課が

２件というふうになってございます。 

  また、予算常任委員会のほう、こちらのほうと

しましては、第一分科会としまして、先ほど追加

上程されました９号のほうの補正案件、こちらの

ほうがございまして、担当課のほうは御覧のとお

りというふうになってございます。こちらのほう

なんですけれども、審議する上での次第というこ

とで、案のほうつくってございます。 

  今、お配りさせていただきましたが、審査のほ

う支所のほうからということで、西那須野支所と

塩原支所、そちら終わりましたら、企画部に入り

まして、企画部の次に総務部というふうな流れに

なってございます。今回ちょっといつもと順番違

うところで、企画部のほうで、秘書課さんのほう

がちょっとなるべく早めに審議してほしいという

ことでお話がありましたので、案としまして、企

画部の一番最初に回させていただいております。

今日、こちらでよろしければこちらで執行部のほ

うにも御連絡のほうをさせていただきたいという

ふうに考えております。 

  あと、日付のほうになりますが、今回議運のほ

うで決定しましたのが、12月８日、１日限りとい

うことで想定のほうしております。 

  あと、会場のほうなんですが、また、議場のほ

うで行いまして、こちらのほうはインターネット

中継を行うというような形を想定してございます。 

  座席のほうにつきましては、今、飛ばさせてい

ただきましたが、９月委員会と同様です。今、普

段お座りのお席で大体の方大丈夫です。玉野議員

だけちょっとお隣にずれていただいてというふう

なところで対応したいと思いますので、よろしく

お願いできればと思います。 

  一応こちらのほうが、今回の付託案件に関する

対応ということになりますが、先日ちょっと所管

事務調査行った際にもお話が出ていましたが、黒
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磯の消防のほう見に行きたいというお話ございま

したので、そちらのほう行くというふうなことで

あれば、そちらも御決定いただければと思います。 

  日付としましては、委員会のほうが、６、７、

８、９というふうなところで、会期日程になって

ございますので、そちらの中、委員長案としては、

７日とかいかがでしょうかということでお話いた

だいておりますが、そちらについても御決定いた

だければと思います。 

  私のほうから以上になります。 

○山形委員長 ありがとうございます。 

  そうすると、先ほども言いましたが、６、７、

８、９と８日の日にインターネット中継があって、

本会議場で総務企画常任委員会がやられるという

ことで、この次第を見ていただくと、西那須野支

所、塩原支所と最初に２つ入っているんですが、

案件が本当に少ないんですね。操法競技会が中心

になって、その予算が出てきたということだけの

ことなんで、本当にすぐ終わってしまうと思いま

すので、ちょっと頭に入れておいていただいて、

企画部、午後が総務部というような形で、こちら

は12月８日、１日間といってもケースバイケース

で、１日しっかり審議したいと思いますが、８日

だけでよろしいですよね。 

○山形委員長 座席表もよろしいですか、皆さん。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○山形委員長 ありがとうございます。 

  それでは、あと、日程は、そうですね。所管事

務調査ということで、前回の総務企画常任委員会、

黒磯の消防署が見学できなかったということと、

昨年落成式を行ったんですが、それも落成式は、

一応議員には皆さん、タオルみたいなものを頂い

て、それだけで終わったということで、建てた後、

まだ黒磯の消防署、委員会、もしくは議会等では

見られた方も若干いるのかもしれませんけれども、

行っていないということなので、12月７日がいい

のか、それとも、所管事務調査やったら９日がい

いのかと思うんですが、私は先にやっちゃったほ

うがいいかなと思うんですが、12月７日火曜日、

時間は10時からということでよろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○山形委員長 じゃ、12月７日、場所は黒磯消防署

ということで、10時から、恐らく午前中で終わっ

てしまうと思いますんで、午後はこの間も少し触

れさせていただきましたが、議会報告会のまとめ

と、提言書の、この間指定管理者の制度のところ

を見てきたちょっとしたまとめを、皆さんとちょ

っと時間をつくりたいと思いますので、よろしく

お願いしたいんですけれども、何か皆さんのほう

でございますか。 

  中里副委員長。 

○中里副委員長 所管事務調査に行くときの服装は、

どんな服装か。 

○山形委員長 じゃあ、ちゃんと着ていったほうが

いいですかね。 

〔「午後だってここで戻るんでしょう」と

言う人あり〕 

○山形委員長 じゃ、普通の、ヘルメットは多分要

らないと思うんで、作業服ではなく、７日の所管

事務調査は、皆さん議場に出られる格好というふ

うな形でよろしくお願いします。 

  山本委員。 

○山本委員 個別に個々それぞれで消防署集合とい

うことですか。 

〔発言する人あり〕 

○山形委員長 じゃ、分かりました。じゃ、駐車場

は多分後ろに職員駐車場と多分あると思いますの

で、その辺、現地に10時に集合という形でよろし

いですかね。 

  そのまま消防署見終わりましたら、こっちに午
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後に移って、午後１時ぐらいからやる予定という

ことで、あと、またこっち来て昼食取られる方は、

その辺の昼食も皆さん御用意していただきたいと

思いますので、よろしくお願いします。 

  日程と座席と、一応所管事務調査ということで、

皆さんのほうで、ほか何か御質問ありますか。 

〔「大丈夫です」と言う人あり〕 

○山形委員長 なければ、⑵の協議事項です。その

他。一応、各常任委員会の行政視察が少しずつ動

いてきております。そういった中で、先日、私と

中里副委員長で、いろいろ皆さんのまちづくりの

テーマと指定管理者制度の在り方ということで、

それを主に、あと総務企画ということで、防災と

か、そういったもののテーマに沿った行政視察の

視察場所を何個か探しました。やっぱりコロナ禍

なんで、受け入れるところと受け入れてくれてい

ない、まだ再開されていないというところが、２

人でいろいろ、あと事務局に相談していただいて、

なかなかあるなということで、非常に今、困難な

状況でございますので、その辺も含めて事務局か

ら報告がありますので、お願いいたします。 

  事務局。 

○飯泉書記 今、委員長のほうからお話しいただき

ました件なんですが、集まって何か所か候補を上

げさせていただきまして、先方と連絡をさせてい

ただきまして、コロナのほうの受入れ中止してい

ないかどうかというところで確認させていただき

ました。 

  一応こちらのほう、箇所としまして、５か所案

として上げさせていただいています。すみません、

ちょっと資料ない形になるんで、口頭で上げさせ

ていただきますが、まず、以前からお話いただい

ていました軽井沢のほうですね、軽井沢町役場の

ほう。あと、ちょっと飛びますが、京都府のほう

です。市ではなく、府のほうになります。あと大

阪になりますか、豊中市、こちらのほう。あと、

広島市。あと、山口県の周南市になります。こち

らのほうの５か所を案として上げさせていただい

ております。 

  一応、こちらについては、先方のほうにお電話

させていただきまして、コロナとしての受入れは

大丈夫ですと。あとは、執行部等々の予定があり

ますので、正式に申し込んでいただいてから、ち

ょっと協議させていただきますというところで御

連絡をいただいているところになっております。 

  あと、時期なんですが、一応１月のほうを想定

しておりまして、あとちょっとうちのほうでも、

ほかの市議会とかからの議員視察の受入れの関係

なんかもございまして、１月19日中野区のほうで

こちらのほうに視察にいらっしゃるというふうな

ことがありまして、そちら議運対応になっていま

すので、ちょっとその辺も踏まえた上で、日程の

ほうを調整させていただければと思いますので、

よろしくお願いできればと思います。 

  私のほうから以上になります。 

○山形委員長 ありがとうございます。 

  一応今、５つ言った場所は一応オーケーはもら

っているんですが、まだ正式には申し込んではい

ないというのが事実でございます。また、先ほど

も言いましたが、19日に議運で中野区議会が来る

ということで、正副委員長が対応ということで、

その週にしてしまうと、星委員が行けなくなって

しまうと私も大変心苦しくなってしまうので、そ

の辺は配慮しなければならないのかなと思ってお

ります。 

  ですから、19の週の上か下ですか。上の週か下

の週あたりで、今、例えば上の週でしたら、11、

12、13、もしくは、12、13、14。じゃなけれれば

下の週とか、そういうふうなところで、また、そ

れもその下の週になってくると、また、ほかの会
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派のそのような話も聞いておりますので、日程と、

その辺は正副にお任せしていただきたいんですけ

れども、よろしいですか。 

〔「結構です」と言う人あり〕 

○山形委員長 大丈夫ですか。 

  そして、日程はお任せさせてもらって、その５

つの場所なんですが、先ほども言いましたけれど

も、決定ではございませんので、皆さんのほうで

何かあれば、皆さんのほうで、もう何回かあれな

んですけれども、ございますか。 

○中里副委員長 ちょっと私のほうから報告させて

もらっていいですか。 

  先ほど行先については申し上げたんですけれど

も、視察内容について、ちょっと私のほうで補足

させていただきます。 

  まず、軽井沢町なんですけれども、これは那須

塩原駅前のまちづくりというところの視察内容と

なっています。 

  次にいきます。京都府庁のほうなんですが、こ

れは指定管理制度の見直しというところですね。

行政で取り組んでいるところがあるので、そうい

うところを見たいというふうに思います。 

  次にいきます。豊中市、これ大阪府の豊中市で

すけれども、これは市長自らがＤＸガバメント宣

言というものをして、ＤＸを先進的に取り組むん

だと宣言している都市でありますので、そういう

ところをちょっと視察すると。 

  そして、次に広島は、今度はこれ防災です。本

当は法定外目的税のことで、廿日市市が観光関係

で、宮島のほうで取り組んでいることがありまし

て、行きたかったんですけれども、まだ視察が再

開されておりませんでしたので、これはちょっと

次回にしたいというふうに思っております。また、

北九州市なんかも、積極的に法定外目的税を取り

組んでいるところがあったので、それもちょっと

次回のほうに回したいなというふうに思っており

ます。 

  次が、今度周南市、周南市は業務関係のシステ

ムというのがあるじゃないですか。健康保険だっ

たり、そういったもの。それを４市１町のいわゆ

る広域でもって、そのシステムを共有して使って

いるので、いわゆる経費の削減というんですか、

システム管理、システム費かかるじゃないですか。

那須塩原市と大田原市で違かったりとかするんで

すけれども、そういうのも一緒にして、経費削減

をして、例えば10年間で30億円ぐらい経費削減し

たという事例があるそうなので、そういった取組

をしているところがあるので、そういった話を聞

きたいなと思っております。 

  あと、もう一個、本当は行きたかったのが、大

分市に指定管理制度の見直しというところの中で、

実際に市で持っている、指定管理していた温泉施

設があったんです。それが毎年3,000万円の赤字

を出していて、廃止をしたという事例があるんで

すよ。その辺の経緯とかも聞きたかったんですけ

れども、ちょっと日程だと行けないと、まだ大分

市も受入れは始まっていないので、それはちょっ

と次回に繰り越したいなというふうに思っており

ますので、一応私のほうからそんなところです。 

○山形委員長 ありがとうございます。 

  このほかに、実は、鎌倉市も駄目、あと、廿日

市市も駄目ということで、結構ないところいろい

ろ探して、山本委員から言われました長岡も駄目

ということで、だんだんなくなってくると、西の

ほうに寄っていっちゃって、九州も大分の湯布院

なんですね、多分、先ほど中里委員が言っていた

のは。例えばですけれども、今回は行けないとし

ても、来年度は九州シリーズという形で、そうす

ると、すごく効率のいい形で見られるんではない

かなということで、今年度ではなく次年度もある
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というふうなことで、今回は受け入れていただけ

るところを優先的に効率よく回ろうというふうな

形で、特に京都府ですか、指定管理者制度の見直

しなんていう、そういうのもあるんで、そういう

ところを積極的に見ていこうと思っていますので、

行程等、その辺は、もう来週は12月でございます

ので、早期に決めないと、皆さんのスケジュール

等もありますので、日程と場所については、正副

に一任していただいて、御提示するという形でよ

ろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○山形委員長 ありがとうございます。 

  極力皆さんに御負担のないような行程表を作成

する予定でいますので、でき次第、皆さんに、事

務局からサイボウズで送るようにしますので、よ

ろしくお願いします。 

  行政視察について、皆さんのほうから何かござ

いますか。 

  鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 指定管理者のちょっと取組のテ

ーマ、ちょうどなるほどそういうふうに見ていく

んだなと思いましたけれども、今、大分湯布院、

廃止するというのいいなと思ったんですけれども、

成功例みたいのがあって、鳥取砂丘、鳥取の美術

館が、物はつくったけれども、全部外注していて、

一切費用取らない、市の持ち出しがないんだけれ

ども、運営しているという、砂の美術館といった

かな。 

○山形委員長 美術館は、県ですか、市ですか。 

○鈴木（伸）委員 市で。鳥取砂丘のすぐ脇の入り

口にあるんだけれども、それ実は視察してんだけ

れども、ああいうふうにできたら本当は理想的か

なというところは、多分行くと皆さん楽しいと思

います。 

○山形委員長 分かりました。情報の提供ありがと

うございます。もし、行程に入れれば、鳥取です

から、ちょっと外れているなと思って、でも、そ

ういうふうな、あっちのほうは、関東の人にして

みれば、全部一緒のような気がしますが、実は意

外とアクセスの辺のいい悪いがありますから、あ

りがとうございます。 

  後で、また具体的にちょっと鳥取の……。分か

りました。 

  じゃ、行政視察のほうで皆さんのほうで、何か

ございますか。 

〔「ないです」と言う人あり〕 

○山形委員長 ありがとうございます。 

  それでは、協議事項を閉じさせていただきます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○山形委員長 それでは、３、その他のほうで、皆

さんのほうで、総務企画常任委員会について何か

ございますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 なければ、事務局。 

○飯泉書記 毎度のお話になるんですが、お昼のお

金のほう、注文された方、お支払いのほうお願い

いたしますというところと、先ほどお話出ました、

消防に行く日、７日、お昼の注文も可能ですので

……。 

○鈴木（伸）委員 調査行くときは、別途でお店寄

ったりするけれども。 

○中村委員 委員長でいいよ。 

○山形委員長 俺んちは嫌です。俺みんなの前で食

べた気しないですよ。 

  ７日皆さんで食事するということですか。 

○鈴木（伸）委員 そうそう。 

○山本委員 反対。早く終わると思うんで。 
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○山形委員長 ですから、７日はここに１時集合で。 

○飯泉書記 じゃ、そこは自由ということで、もし

注文される方がいれば、注文を承りますので、よ

ろしくお願いいたします。 

  私のほうから以上です。 

○山形委員長 じゃ、ほかになければ、その他も終

了させていただきます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎閉会の宣告 

○山形委員長 それでは、総務企画常任委員会を閉

会とさせていただきます。ありがとうございまし

た。 

 

閉会 午前１１時１６分 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開会及び開議の宣告 

○山形委員長 皆さん、おはようございます。 

  ただいまから12月定例会議の総務企画常任委員

会及び予算常任委員会（第一分科会）を開会いた

します。 

  昨日は、管内事務調査ということで、黒磯消防

署のほうに委員の皆さん、視察させていただきま

した。また改めて、この黒磯地区の安心・安全を

守る防災の拠点として、非常に大きな役割を担っ

ているというふうなことを感じました。また、サ

イレンが鳴ってからもう１分、２分、３分とすぐ

駆けつけてくれる消防署の方のお話も聞かせてい

ただき、日頃の訓練がいかに大切かというふうな

ことを感じました。 

  これから12月、乾燥する時期でございますので、

火災が非常に多くなってくると思いますので、委

員の皆様におかれましてはしっかり火の元に用心

していただき、この年末を過ごしていただきたい

と思っております。 

  それでは、始めさせていただきます。 

  鈴木伸彦委員より、委員会を欠席する旨の届出

があります。 

  審査の日程及び審査順はお手元に配付の次第の

とおりでございます。 

  今定例会議におきまして、当常任委員会に付託

された案件は、条例の制定案件２件、条例の一部

改正案件４件でございます。 

  予算常任委員会付託案件のうち、当分科会で審

査すべき案件は、補正予算案件１件であります。 

  この予算に関する案件につきましては、関係所

管のところで、随時分科会に切り替え、審査を行

います。 

  委員各位におかれましては、慎重なる審査とと

もに、円滑な進行への御協力をお願い申し上げま

す。 

  それでは、審査事項に入ります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎西那須野支所の審査 

○山形委員長 これより、西那須野支所の審査に入

ります。 

  初めに、久留生支所長から御挨拶をお願いいた

します。 

  支所長。 

○久留生西那須野支所長 （挨拶） 

○山形委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎総務税務課の審査 

○山形委員長 ただいまから総務税務課の審査に入

ります。 

  担当課の皆さん、お疲れさまです。 

  総務税務課については、総務企画常任委員会に

対する付託案件がありませんので、予算常任委員

会（第一分科会）に切り替え、審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０４号の説明、質疑、

討論、採決 

○山形委員長 それでは、議案第104号 令和３年

度那須塩原市一般会計補正予算（第９号）を議題

といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○佐藤総務税務課長 （議案第104号について説
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明。） 

○山形委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑はございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。討議すべき点、あるいは委員からの意見

はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第104号 令和３年度那須塩原市一般会計

補正予算（第９号）は、原案のとおり可決すべき

ものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第104号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

  総務税務課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午前１０時０７分 

 

再開 午前１０時１０分 

 

○山形委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎塩原支所の審査 

○山形委員長 これより塩原支所の審査に入ります。 

  初めに、八木沢支所長から御挨拶をお願いいた

します。 

○八木沢塩原支所長 （挨拶） 

○山形委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎総務福祉課の審査 

○山形委員長 ただいまから総務福祉課の審査に入

ります。 

  担当課の皆さん、お疲れさまです。 

  総務福祉課については、総務企画常任委員会に

対する付託案件がありませんので、予算常任委員

会（第一分科会）に切り替え、審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０４号の説明、質疑、

討論、採決 

○山形委員長 それでは、議案第104号 令和３年

度那須塩原市一般会計補正予算（第９号）を議題

といたします。 

  執行部から、議案の説明を簡潔にお願いいたし

ます。 

  課長。 

○臼井総務福祉課長 （議案第104号について説

明。） 
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○山形委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  相馬委員。 

○相馬委員 先ほど西那須野支所のところでもあり

ましたが、まず報償費に関する人数、それから金

額は多いんですが、食糧費は西那須野支所よりも

少なくなっている、これは競技の内容が違うとい

うことで御説明受けたところではございますが、

再度この人数を何人分で計算しているのか、お願

いいたします。 

○山形委員長 課長。 

○臼井総務福祉課長 ただいまの御質問ですが、ま

ず報償金につきましては、うちのほう、塩原師団

としましては、自動車ポンプと小型ポンプという

ものがございます。ですから、両方に、例えば優

勝金、準優勝、また３位まで報償金を支払ってお

ります。ですから、これが２倍かかるということ

になります。 

  それと、メダルのほうです。そういったものも

購入いたします。そういったものが、やはり倍、

西那須野から比べますとかかるということになり

ます。そういった理由から、西那須野に比べます

と金額が高いということになります。 

  それと、食糧費かと思いますが、こちらは使用

目的、大体当日の操法競技会の弁当、飲み物代と

いうことになります。一応、積算上60名、関係者

を呼びますので60名を予定して当初予算のほうは

計上しております。 

  以上です。 

○山形委員長 ほかにございますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 それでは、質疑の途中ですが、議員

間討議に入ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議はないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第104号 令和３年度那須塩原市一般会計

補正予算（第９号）は、原案のとおり可決すべき

ものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第104号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

  総務課福祉課の所管の審査事項は以上となりま

す。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午前１０時１８分 

 

再開 午前１０時２６分 

 

○山形委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎企画部の審査 
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○山形委員長 これより、企画部の審査に入ります。 

  初めに、小泉部長から御挨拶をお願いいたしま

す。 

○小泉企画部長 （挨拶） 

○山形委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎秘書課の審査 

○山形委員長 それでは、ただいまから秘書課の審

査に入ります。 

  担当課の皆さん、お疲れさまです。 

  秘書課については、総務企画常任委員会に対す

る付託案件がありませんので、予算常任委員会

（第一分科会）に切り替え、審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０４号の説明、質疑、

討論、採決 

○山形委員長 それでは、議案第104号 令和３年

度那須塩原市一般会計補正予算（第９号）を議題

といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○増渕秘書課長 （議案第104号について説明。） 

○山形委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  相馬委員。 

○相馬委員 まず、ドローンについてでございます

が、現在のものは故障しているというようなお話

だったかと思うんですが、今回、補正出している

ものは機能的にほぼ同じものという認識でよろし

いんでしょうか。 

○山形委員長 課長。 

○増渕秘書課長 はい、同等のものを考えておりま

す。 

○山形委員長 相馬委員。 

○相馬委員 同等のものというようなことだという

ことなんですが、恐らく 初に導入したときのド

ローンが、たしか18万ぐらいだったような気がす

るんですが、今回のこの20万8,000円の算出根拠

は、お願いします。 

○山形委員長 課長。 

○増渕秘書課長 算出根拠でございますが、先ほど

の見積り取らせていただきまして、もともと今回

の故障の原因が、通信不良というところで落下し

てしまったところがございまして、その辺も勘案

しまして、若干同等とは申し上げましたけれども、

少し費用が、性能といいますか、若干その部分で

上げたところではございます。 

○山形委員長 相馬委員。 

○相馬委員 続いて、カメラについてですが、２台

で40万ということでしたが、このカメラはそのド

ローン用のカメラということでよろしいんでしょ

うか。 

○山形委員長 課長。 

○増渕秘書課長 説明不足で申し訳ありません。 

  これはいわゆる一眼レフのカメラ、通常の広報

撮影とかで使っているカメラのことでございます。 

○山形委員長 相馬委員。 

○相馬委員 先ほどの説明ですと、カメラも故障し

たということだったんでしょうか。それとも、こ

れまでのものとはまた別に追加で購入するという

ことなんでしょうか。それと、その必要性もお願

いします。 

○山形委員長 課長。 

○増渕秘書課長 ２台購入ということで申し上げま

した。１台が、これも耐用年数超えていまして、
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１つがシャッターが下りなくなった現象がござい

ます。耐用の回数というものございまして、かな

り広報撮影とかで頻度が高く使っている中で、シ

ャッターが下りない不具合が出てきたということ。 

  もう一台が、ファインダーをのぞいたり現像し

たときに白い影が入るようになってしまって、こ

れもメーカーの補償であるとか修理とかが効かな

い年代にもうなっておりましたので、２台改めて

更新して、合計４台になります。 

  情報発信係、職員４名おります。毎日ではあり

ませんが、４人全員、別のところに出払うことも

ございますので、係員分確保しておきたいという

ことで合計の４台、今回更新が２台ということに

なります。 

  以上です。 

○山形委員長 ほかにございますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議はないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第104号 令和３年度那須塩原市一般会計

補正予算（第９号）は、原案のとおり可決すべき

ものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第104号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

  秘書課の所管の審査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午前１０時３６分 

 

再開 午前１０時３８分 

 

○山形委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎企画政策課の審査 

○山形委員長 ただいまから企画政策課の審査に入

ります。 

  担当課の皆さん、お疲れさまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第８７号の説明、質疑、討

論、採決 

○山形委員長 それでは、議案第87号 那須塩原市

行財政改革推進計画審議会条例の制定についてを

議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○松本企画政策課長 （議案第87号について説明。） 

○山形委員長 説明が終わりましたので、質疑を許
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します。 

  相馬委員。 

○相馬委員 それでは、まず第１条についてなんで

すが、通常、条例制定する際に、第１条に目的、

もしくは趣旨等を入れていることが非常に多いと

思うんですが、今回、もう設置の事項が第１条に

来て、そういった条例の制定の目的等をこれでう

たわれているという認識でよろしいんでしょうか。 

○山形委員長 課長。 

○松本企画政策課長 今回の条例につきましては、

行財政改革推進計画を策定するに当たりましての

審議会を設置するということを目的としておりま

すので、今回の第１条につきましては、その委員

会の位置づけを明確にするというようなことで、

このように規定してございます。 

  行財政改革推進計画の目的とか、そういったも

のについて、ちょっと規定するべきところではな

いのかなというような考え方でございます。 

○山形委員長 相馬委員。 

○相馬委員 それでは先ほど 後の附則の部分です

が、今回この行財政改革推進計画委員の日額

7,400円、これを追加する目的を伺います。 

○山形委員長 課長。 

○松本企画政策課長 今回、こちら行財政改革推進

計画審議会につきましては、地方自治法に基づく

市の附属機関というようなことで位置づけをして

おります。そちらにつきましては、例えばいわゆ

る謝礼的な報償費ということではなく、報酬とし

てその対価を支払うということが求められており

ますので、今回条例に制定し、また非常勤特別職

の条例のほうも改正させていただいて、報酬とし

てお支払いできるようにこの規定を設けるもので

ございます。 

○山形委員長 中里副委員長。 

○中里副委員長 市長が委嘱する５人以内の委員を

もって組織すると書いてありますけれども、この

委員という方はどのような方が委員としてなられ

るのか、説明をお願いいたします。 

○山形委員長 課長。 

○松本企画政策課長 現在、委員につきましては、

内部でも検討中でございますが、いわゆる学識経

験者的な方、それから例えば法律に詳しい弁護士

的な方、それから会計に詳しい税理士さんである

とか、会計士さん、そういった方、それから昨今

の行革については、当然デジタル化とか、そうい

ったことも求められてくるところもございますの

で、そういったところに詳しいような方、そうい

った方の中から選定する方向で今内部では検討し

ているところでございます。 

○山形委員長 ほかにございますか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 では、今のところでですが、この日額

7,400円の推進委員の、先ほど附則で改定をする

ということでございますが、そこに当たる、いわ

ゆる学識経験者だとそのような、例えば１万円と

か、弁護士等々ですと１万5,000円とかとなるん

でしょうが、この7,400円でお願いするというの

は、どういう立場の方がここに入るんでしょうか。 

○山形委員長 課長。 

○松本企画政策課長 7,400円の設定につきまして

は、ほかの審議会等でお願いしている場合の金額

等を参考に、この金額という形で設定させていた

だいております。 

  例えば、同じ学識経験者にお願いするにしても、

その方の専門的な知識、当然今回の審議会につい

ても、専門的な知識は御活用いただくことにはな

ろうかと思いますが、専門的な知識をもって、そ

の方の本業等に関わるような何かしらの提言的な

ものをいただくというものよりは、審議会の中で

ほかの委員様と一緒に審議していただいたり、あ
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るいは御意見をいただくというような形の流れを

予定しておりますので、金額的には、いわゆる学

識としての１万5,000円とかというよりは、審議

会の委員として7,400円という金額で設定させて

いただいているところでございます。 

○山形委員長 ほかにございますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 それでは、質疑の途中ですが、議員

間討議に入ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第87号 那須塩原市行財政改革推進計画審

議会条例の制定については、原案のとおり可決す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第87号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第９０号の説明、質疑、討

論、採決 

○山形委員長 次に、議案第90号 那須塩原市部局

設置条例の一部改正についてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○松本企画政策課長 （議案第90号について説明。） 

○山形委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第90号 那須塩原市部局設置条例の一部改

正については、原案のとおり可決すべきものとす

ることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第90号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 
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  ここで、総務企画常任委員会を予算常任委員会

（第一分科会）に切り替え、審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０４号の説明、質疑、

討論、採決 

○山形委員長 それでは、議案第104号 令和３年

度那須塩原市一般会計補正予算（第９号）を議題

といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○松本企画政策課長 （議案第104号について説

明。） 

○山形委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  星委員。 

○星委員 先ほど御説明いただいた市単独の移住応

援減額100万円ということで、これは申請状況を

勘案して減額したということなんですが、現在ど

のくらいの申請があったのかをお伺いをいたしま

す。 

○山形委員長 課長。 

○松本企画政策課長 移住応援補助金につきまして

は、10月末時点という形になりますが、申請件数

は８件という形になっております。 

○山形委員長 星委員。 

○星委員 そうしますと、これ以上はあまり増えな

いだろうということ以上に、やはり移住支援の、

その上の段です。1,220万円増額したほうの移住

定住者のほうが、申請が今の時点では増えている

のでという考えでよろしいでしょうか。 

○山形委員長 課長。 

○松本企画政策課長 補助金として２種類御用意さ

せていただいているわけですが、上段のほうの移

住支援助成金のほうにつきましては、移住された

方が申請いただくと、通常の世帯の場合ですと

100万円、それから単身の世帯ですと60万円とい

うような形で、国・県と協調して助成させていた

だいているものとなっております。 

  一方、市の単独で行っています移住応援補助金

のほうにつきましては、こちらに移住された方が、

例えば 初は持ち家とかではなくて、アパートな

んかに入られて、しばらくそこで生活してみると

いうようなこともあろうかというところを想定し

まして、アパート等の賃借料について、 大で月

額２万円を１年間助成するというようなものにな

っております。使い勝手の点とかで、やはり国・

県と協調している移住支援助成金のほうが申請が

多い。また申請の期間なども両者の補助金で若干

違ったりするものですから、そちらのほうを今は

利用されている方が多いというような形でござい

ます。 

○山形委員長 ほかにございませんか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 移住定住推進事業の補助金でございま

すが、先ほど世帯当たり100万円というようなお

話がありました。ということは1,320万円の補正

は13世帯ぐらいが来るという、この年度内に13世

帯ぐらいが移住の見込みだと、そういうことでよ

ろしいんでしょうか。 

○山形委員長 課長。 

○松本企画政策課長 この助成制度につきましては、

申請に当たっては、事前に相談いただくことなん

かも要件となっているところがございます。また

随時、移住促進センターのほうで、そういった移

住に関する問合せを受けたときにも御案内などし

ていると、そういった状況の中で、その世帯単位

での申請につきましては、今後12件程度、それか
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ら単身の世帯です。単身の方のほうがやはり少な

いというか少ないんですが、そちらのほうにつき

ましては３件程度、トータル15件程度。あとは現

在の予算の執行状況なども勘案して、この金額の

補正というところを予定しているところでござい

ます。 

○山形委員長 相馬委員。 

○相馬委員 確認ですが、申請の要件そのものは当

初予算のときと、要件そのものは全く変わってい

ないということでよろしいでしょうか。 

○山形委員長 課長。 

○松本企画政策課長 今年度の要件につきましては、

当初予算のときと変わっておりません。 

○山形委員長 主幹。 

○和久企画政策課主幹 まず初めに、大変遅れまし

て申し訳ございませんでした。心からおわび申し

上げます。 

  今の御質問ですけれども、実は去年の12月22日

からテレワークでもいいということになったんで

す。その前は職とのマッチングだけだったもので

すから、申請件数がほとんどなかったという状況

でした。そのテレワークがいいよというふうにな

ったことで、かなり申請が増えてきたというふう

な状況になっている。これは、やはりコロナの関

係でテレワークが進展し、こちらに新たな職を求

めなくても、職を背負って移住ができるようにな

ったというふうなことによるものだというふうに

考えております。 

○山形委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第104号 令和３年度那須塩原市一般会計

補正予算（第９号）は、原案のとおり可決すべき

ものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第104号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

  企画政策課の所管の審査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午前１０時５９分 

 

再開 午前１１時１５分 

 

○山形委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎デジタル推進課の審査 

○山形委員長 ただいまからデジタル推進課の審査

に入ります。 
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  担当課の皆さん、お疲れさまです。 

  デジタル推進課については、総務企画常任委員

会に対する付託案件がありませんので、予算常任

委員会（第一分科会）に切り替え、審査を行いま

す。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０４号の説明、質疑、

討論、採決 

○山形委員長 それでは、議案第104号 令和３年

度那須塩原市一般会計補正予算（第９号）を議題

といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○村松デジタル推進課長 （議案第104号について

説明。） 

○山形委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  山本委員。 

○山本委員 今、債務負担行為についての説明があ

ったんですが、正直言って中身が全部頭の中に入

ってくることはなかったんですが、こういういろ

いろな今の 先端のことをやることによって、市

の職員の仕事量というのはどのくらい減るんです

か。 

○山形委員長 課長。 

○村松デジタル推進課長 今、具体的な試算はまだ

できておりませんけれども、こういったものをや

ることによって、職員の負担を軽減することによ

って、もっと市役所職員が本来やるべき仕事のほ

うに職員を振り向けていくというようなことがで

きるというような想定ではおります。具体的な何

時間とか、そういったところにつきましてはまだ

試算はできておりませんが、こういうことで、先

進的にやっているところにつきましては、そうい

う対応はできているというようなことも聞いてお

りますので、うちも間違いなくそういったことで

持っていけるのではないかなとは思っております。 

○山形委員長 山本委員。 

○山本委員 つまり、これ、一番時間がかかってい

るのは令和９年度までということなんですが、そ

の頃になれば市民は非常にいろいろな申請などが

楽になって、職員は、先ほど本来の仕事とおっし

ゃいましたけれども、ほかの部署に移って仕事が

できるというふうになるわけですね。 

○山形委員長 課長。 

○村松デジタル推進課長 はい、そのように考えて

おります。 

○山形委員長 ほかにございませんか。 

  山本委員。 

○山本委員 こういういろいろな窓口のシステムに

ついて、自宅からオンラインでできるとか、それ

から窓口に行っても簡単にできるとかということ

なんですけれども、市でやっていることって意外

と国のシステムがよく変わるので、変えざるを得

ないところもあるんですけれども、その辺の見通

しは、これを全部やっていくと、本当によく分か

らない市民でも便利になって、混乱しないという

ことの理解でよろしいですか。 

○山形委員長 課長。 

○村松デジタル推進課長 その辺なんですけれども、

今度ここまでいろいろ議案を出させていただいた

中でも、いろいろとデジタルデバイドのところに

ついても、一般質問でお話しいただいたりしてい

まして、その辺は我々もちょっと重く受け止めて

いるところでございまして、今実際、現在、通信

事業者等を活用した公民館での研修ですとか、そ

ういったことも実際今やっているところでござい

ます。 
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  今後も、いろいろ使うものが増えてきますので、

大変なところはあるんですけれども、お客様がス

ムーズに御利用できるよう、できないと入れた意

味がないと思っていますので、そういった部分に

つきましては、いろいろな部分で、研修も含めて

ですけれども、周知をしていったり、研修を行っ

たりしていきたいというふうに考えてございます。 

○山形委員長 中里副委員長。 

○中里副委員長 先ほどＲＰＡを導入して、またネ

ットワークの強靭化をするという御説明がござい

ましたけれども、これから入札という形に入って

いくと思うんですけれども、競争入札の業者、こ

れは何社ぐらいを予定しているのかお伺いいたし

ます。 

○山形委員長 課長。 

○村松デジタル推進課長 具体的には何社という部

分はまだ決めていないところでございますが、も

ともと、今構築されているネットワークのことを

よく知っているですとか、ネットワークに関して

相応の知識がある、技術があるというようなとこ

ろを選定していきますので、それほど多くはなら

ないかなという想定ではありますが、まだ件数に

つきましては具体的にはなっていないところでご

ざいます。 

○山形委員長 ほかにございませんか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 ２年から９年の債務負担行為というこ

とになるわけですが、スタートが令和３年度とい

うことになってございますが、これに対する今年

度の財源と、６年間のやつもありますので、そう

いったところの財源とかというのはどういうふう

に考えるかちょっと伺いたいんですが。 

○山形委員長 課長。 

○村松デジタル推進課長 今、財源というようなお

話でございましたけれども、年割の限度額という

形でよろしいですか。 

  まず、この強靭化の一番大きい10億の部分につ

きましては、令和３年度は、予算は、これは債務

負担行為なものですからゼロという形になってお

ります。で、４年度からの部分になりまして、令

和４年度は１億300万ほどになります。で、令和

５年度以降、令和８年度まで２億700万ぐらいに

なりますが、令和９年度は 終年度で、半分の１

億300万という形になってございます。財源につ

きましては、今のところいずれも一般財源を想定

しております。 

  ただ、国の動きがちょっといろいろデジタルの

ほうに向いているところもございますので、使え

る有効な補助金があれば、そういったところもで

きるだけ入れていきたいなと考えてはいるんです

が、今のところちょっとまだ不透明なところでは

ございます。 

○山形委員長 ほかにございますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 それでは、質疑の途中ですが、議員

間討議に入ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 
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○山形委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第104号 令和３年度那須塩原市一般会計

補正予算（第９号）は、原案のとおり可決すべき

ものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第104号については原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  デジタル推進課の所管の審査事項は以上となり

ます。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午前１１時３１分 

 

再開 午前１１時３４分 

 

○山形委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎市民協働推進課の審査 

○山形委員長 ただいまから市民協働推進課の審査

に入ります。 

  担当課の皆さん、お疲れさまです。 

  市民協働推進課については、総務企画常任委員

会に対する付託案件がありませんので、予算常任

委員会（第一分科会）に切り替え、審査を行いま

す。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０４号の説明、質疑、

討論、採決 

○山形委員長 それでは、議案第104号 令和３年

度那須塩原市一般会計補正予算（第９号）を議題

といたします。 

  執行部から、議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○後藤市民協働推進課長 （議案第104号について

説明。） 

○山形委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑はございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 質疑でお願いします。 

○山形委員長 質疑、はい。 

○相馬委員 県の補助金が76万円入っていて、歳出

のほうは121万の減額補正となるんですが、先ほ

ど７事業中止というふうになったんですが、今年

度、そうすると中止にならずにやる事業について

は何事業あるんでしょうか。 

○山形委員長 課長。 

○後藤市民協働推進課長 今年度の事業ということ

ですが、もともと７事業を採択していまして、７

事業が実施される予定ではあったんですけれども、

そのうち４事業が中止や延期となりましたので、

その４事業分の補助金が採択金額の減額というこ

とになります。残りの３事業は現在実施中という

ことになっております。 

○山形委員長 相馬委員。 

○相馬委員 そうすると、歳入の76万円はその３事

業に対する補助ということでよろしいでしょうか。 

○山形委員長 課長。 
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○後藤市民協働推進課長 はい、そのとおりでござ

います。 

○山形委員長 課長。 

○後藤市民協働推進課長 大変失礼いたしました。 

  この県の補助につきましては、３事業のうち２

事業が対象になっていまして、残り１事業は市の

単独事業ということになっております。大変失礼

いたしました。 

○山形委員長 それでは、改めて質疑の途中ですが、

議員間討議に入ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第104号 令和３年度那須塩原市一般会計

補正予算（第９号）は、原案のとおり可決すべき

ものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第104号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

  市民協働推進課の所管の審査事項は以上となり

ます。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午前１１時４２分 

 

再開 午前１１時４５分 

 

○山形委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎総務部の審査 

○山形委員長 これより総務部の審査に入ります。 

  初めに、小出部長からご挨拶をお願いいたしま

す。 

  部長。 

○小出総務部長 （挨拶） 

○山形委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎総務課の審査 

○山形委員長 ただいまから総務課の審査に入りま

す。 

  担当課の皆さん、お疲れさまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第８８号の説明、質疑、討

論、採決 

○山形委員長 それでは、議案第88号 那須塩原市

長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の制

定についてを議題といたします。 

  なお、議案第88号については、地方自治法第

243条２項の規定により、監査委員より意見書が
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提出されておりますので、その写しをお手元にお

配りしております。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○平井総務課長 （議案第88号について説明。） 

○山形委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  相馬委員。 

○相馬委員 それでは、第２項の控除、定める数を

乗じて得た額を控除してというふうになっており

ますが、この市長６、副市長以下４、３、１とい

うふうになってございますが、何か事例を上げて

いただいて具体的に説明いただけませんでしょう

か。 

○山形委員長 課長。 

○平井総務課長 それでは、こちら乗ずる数ですが、

今、議員がおっしゃったとおりの数でございます

けれども、大本の数字としまして、基準給与年額、

これに乗ずるというような形になっております。

この基準給与年額につきましては、月例給の12か

月合計、プラス手当関係が入っております。額が

決まった手当になりますので、期末勤勉手当、ま

た扶養手当とかそういったものが含まれてくるわ

けなんですが、それに乗じると。 

  これ仮にの話でお願いしたいと思いますけれど

も、例えば４号の職員、１になっております。こ

れらの基準給与年額が仮にその職員が、それらの

合計が800万円だとすると、その800万円に１を掛

けますので800万円。ですから、仮に損害賠償が

1,000万円あったとしますと、そのうち800万円は

個人負担、いわゆる責任が生じる。超える200万

円が免責されるというような形になります。 

○山形委員長 ほかにございますか。 

  中里副委員長。 

○中里副委員長 第２条のほうに、市長等が職務を

行うにつき、善意でかつ重大な過失がないときと

いうふうに書いてありますけれども、これらは誰

らが審査をするのかお伺いいたします。 

○山形委員長 課長。 

○平井総務課長 誰らがこの審査をするのかという

御質問でございますが、これについては市でとい

うような形になります。 

○山形委員長 中里副委員長。 

○中里副委員長 市で審査をするということですけ

れども、例えば部長級が審査をする、あるいは副

市長と教育長、いわゆる市の３役が審査をするの

か、その点ちょっと具体的に、どういう立場の方

が審査をするのかお伺いいたします。 

○山形委員長 課長。 

○平井総務課長 どういった立場の方が審査するか

というような御質問でございましたが、何か審査

委員会とか審議会とかそういうものは現状では想

定してございません。事案に対して、それらが善

意かつ重大な過失がないというようなものを流れ

としては市長決裁上で判断していくというような

形になろうかと考えてございます。 

○山形委員長 ほかにございませんか。 

  星委員。 

○星委員 この条例改正は、国に乗じてだと思うん

ですけれども、実際のところ、こういったものに

当てはまるような事例というのが、事柄というん

でしょうか、そういったことが那須塩原市におい

て、かつてあったのかどうかをお伺いしたいと思

います。 

○山形委員長 課長。 

○平井総務課長 基本的に、近年においてはない形

になってございます。ただ、那須塩原市以外、い

わゆるほかの自治体等を見ますと県内においても

多額の１億円を超えるような損害賠償事案という

ものが発生しているという状況はございます。 
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○山形委員長 ほかにございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。討議すべき点、あるいは委員からの意見

はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第88号 那須塩原市長等の損害賠償責任の

一部免責に関する条例の制定については、原案の

とおり可決すべきものとすることに異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第88号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第９１号の説明、質疑、討

論、採決 

○山形委員長 次に、議案第91号 那須塩原市職員

定数条例の一部改正についてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○平井総務課長 （議案第91号について説明。） 

○山形委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  鈴木秀信委員。 

○鈴木（秀）委員 こういった改正で年齢別構成の

バランス、こういったものは保たれるようになる

のでしょうか。 

○山形委員長 課長。 

○平井総務課長 御質問ありました年齢のバランス

といいますか、そちらのほうは採用の過程の中で

極力平準化はしていきたいというような考えはご

ざいます。 

○山形委員長 山本委員。 

○山本委員 先ほど業務量が変わらないというよう

なことで人数を増やすということなんですが、今

かなりの数、採用している任期付の職員というの

は、このように増えるというのは、この正職員の

時間に応じて減るというふうに考えてよろしいで

すか。 

○山形委員長 課長。 

○平井総務課長 今、議員から御質問いただいた件

ですが、当然人数が職員的なものが増えれば、そ

の中で今の業務量をどう職員で対応していけるか

というところがございますので、状況によっては、

例えば会計年度任用職員が減るとか、任期付の職

員、任期付ですとどうしても目的があってという

ような形になりますので、ちょっと会計年度任用

職員とは種類が違うかなという気がしますが、い

ずれにしましても、そういった形の職員が結果と

して人数的には減るといいますか、正職員が対応

できることによって減るということもあり得ると

考えております。 

○山形委員長 山本委員。 

○山本委員 会計年度任用職員については、１年１
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年で採用していくということなんですが、中には

長いことやっていらして、大変仕事ができる方も

いらっしゃると聞いております。そういう方を新

規採用を増やすというような話だったんですが、

そういう方は積極的に希望する方を職員として採

用するというようなことは、この中にそういう考

えがあるのかどうかお聞かせください。 

○山形委員長 課長。 

○平井総務課長 職員の採用についてというような

形になってくるかなと思うんですが、法律上、職

員は広く公募した中での競争というのがございま

すので、今、議員からお話しいただいた条件面と

いいますか、そういったものはなかなか難しいか

なというふうには考えてございます。 

○山形委員長 山本委員。 

○山本委員 それでは、この表、新旧対照表の中に

おいて、例えば議会事務局の職員は１人増えるこ

とになっておりますし、選管の職員も１人増える

ことになっているんですが、そういたしますと、

仕事量は変わらないということであれば、今、雇

っている会計年度の職員はいなくなるというふう

に考えてよろしいのですか。 

○山形委員長 課長。 

○平井総務課長 必ずしもいなくなるかどうかとい

うのは、そのときの業務量といいますか、職員の

配置にもよってまいりますので、今回あくまで定

数の形の中で、じゃ、どこの区分は何人にという

ような割振りというのも変ですけれども、ある程

度業務量を見込んだ中での配置としております。 

  議員おっしゃった内容については、業務量の状

況、そのときの状況によって、結果として現在、

会計年度任用職員に担っていただく業務を職員で

担うというのも場合によってはあるかなというふ

うには思っております。 

○山形委員長 ほかにございますか。 

  星委員。 

○星委員 定員適正化計画が来年度見直しするとい

うことで、先ほど審議したのは、企画課のほうで

デジタル推進という部分もありました。デジタル

化が進んでいくことによって、やはり職員の負担

も減るということで進めているとは思うんですけ

れども、今後そういったものが進んでいくことに

よって職員の事務仕事の量が減ってくる、一方で、

やはり定年延長ということで増えていくという、

そこのバランスですね。そこを今後、どのように

捉えていくのかお伺いいたします。 

○山形委員長 課長。 

○平井総務課長 どうバランスを取っていくのかと

いうような御質問かと思いますけれども、現状、

段階的な定年延長ということになっておりまして、

当然65歳まで延びる形ではありますが、特に影響

がありますのが、段階的というところの２年に１

年ずつ上がっていくと、結果として、定年退職者

がいない年というものが生じる。そこを今後の円

滑な行政の確保というようなところから、採用を

15年というスパンで平準化していこうというのが

今回の考え方で出した数字になっております。 

  そのため、段階的な定年延長の影響で15年間と

見ておりますが、それ以降は60歳が65歳にはなり

ますけれども、定数管理上は平準化できてまいり

ますので、バランス的には問題ないかなというふ

うに、それ以降については問題はないかなという

ふうに考えています。あくまで影響できる範囲の

中というのは限られているかなというふうに捉え

てございます。 

○山形委員長 ほかに質疑はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。討議すべき点、あるいは委員からの意見

はございますか。 



－29－ 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○山形委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第91号 那須塩原市職員定数条例の一部改

正については、原案のとおり可決すべきものとす

ることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第91号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  ここで、総務企画常任委員会を予算常任委員会

（第一分科会）に切り替え、審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０４号の説明、質疑、

討論、採決 

○山形委員長 それでは、議案第104号 令和３年

度那須塩原市一般会計補正予算（第９号）を議題

といたします。 

  ここで皆様に申し上げます。 

  総務課長より説明資料の追加提出をしたい旨の

申出があり、これを許可しました。 

  執行部からの議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○平井総務課長 （議案第104号について説明。） 

○山形委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。質疑はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○山形委員長 質疑の途中ですが議員間討議に入り

ます。討議すべき点、あるいは委員からの意見は

ございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○山形委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第104号 令和３年度那須塩原市一般会計

補正予算（第９号）は、原案のとおり可決すべき

ものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第104号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

  総務課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 零時２８分 

 

再開 午後 零時３０分 
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○山形委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎財政課の審査 

○山形委員長 ただいまから財政課の審査に入りま

す。 

  担当課の皆さん、お疲れさまです。 

  財政課については、総務企画常任委員会に対す

る付託案件がありませんので、予算常任委員会

（第一分科会）に切り替え、審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０４号の説明、質疑、

討論、採決 

○山形委員長 それでは、議案第104号 令和３年

度那須塩原市一般会計補正予算（第９号）を議題

といたします。 

  執行部からの議案の説明を簡潔にお願いいたし

ます。 

  課長。 

○広瀬財政課長 （議案第104号について説明。） 

○山形委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  相馬委員。 

○相馬委員 まず、事業確定による補正ということ

で、４ページの市債の例えば道路橋梁債の3,820

万円の減額というふうになりますが、これは事業

が行わなかったのか、事業費がただこういうふう

に確定して、当初よりも3,820万円減額するのか、

その辺の理由について御説明いただければと思い

ます。 

○山形委員長 課長。 

○広瀬財政課長 事業を行わなかったということで

はなくて、事業費が確定して起債を借りなくても

済むということになったことから調整をしたとい

うものでございます。 

○山形委員長 相馬委員。 

○相馬委員 じゃ、その他の市債の減額についても

同じ理由だということでよろしいでしょうか。 

○山形委員長 課長。 

○広瀬財政課長 そのとおりでございます。 

○山形委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 １ページの地方特別交付税3,374万

7,000円、これは何に対する交付税なのか、何と

いうかどういうもので確定したのかお伺いしたい

と思います。 

○山形委員長 課長。 

○広瀬財政課長 こちらの地方特例交付金というこ

とで、国のほうが配分を決めているものでござい

まして、行政需要とか人口なんかも踏まえて、今

年度の国のお金、全体の中で、じゃ市町村に幾ら

ぐらい分配できるかというところで、８月３日に

額が確定したよという通知があって、本来であれ

ば９月補正に上げたいところでしたが、期間的に

間に合わないということで今回、12月補正で計上

させていただいたというものでございます。 

○山形委員長 ほかに質疑はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 質疑の途中ですが議員間討議に入り

ます。討議すべき点、あるいは委員からの意見は

ございますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 
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〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第104号 令和３年度那須塩原市一般会計

補正予算（第９号）は、原案のとおり可決すべき

ものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第104号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

  財政課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 零時４０分 

 

再開 午後 零時４１分 

 

○山形委員長 それでは、休憩前に引き続き、委員

会を再開します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎契約検査課の審査 

○山形委員長 ただいまから契約検査課の審査に入

ります。 

  担当課の皆さん、お疲れさまです。 

  契約検査課については、総務企画常任委員会に

対する付託案件がありませんので、予算常任委員

会第一分科会に切替え、審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０４号の説明、質疑、

討論、採決 

○山形委員長 それでは、議案第104号 令和３年

度那須塩原市一般会計補正予算（第９号）を議題

といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○浅賀契約検査課長 （議案第104号について説

明。） 

○山形委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  相馬委員。 

○相馬委員 このエクスプローラーがシステム変更

になるというのが分かったのは当初予算編成後と

いうことでよろしいんでしょうか。 

○山形委員長 課長。 

○浅賀契約検査課長 はい、当初予算編成後という

ことでございます。 

○山形委員長 質疑はほかにございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 
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○山形委員長 討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第104号 令和３年度那須塩原市一般会計

補正予算（第９号）は、原案のとおり可決すべき

ものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第104号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

  契約検査課の所管の審査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 零時４６分 

 

再開 午後 零時４９分 

 

○山形委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎課税課、収税課の審査 

○山形委員長 これまでは、１つの所管課ごとに審

査してまいりましたが、課税課と収税課につきま

しては審査をする上で関連がありますので、２課

同時に審査をすることといたします。 

  それでは、ただいまから課税課、収税課の審査

に入ります。 

  担当課の皆さん、お疲れさまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第９２号の説明、質疑、討

論、採決 

○山形委員長 それでは、議案第92号 那須塩原市

税条例の一部改正についてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長補佐。 

○戸山課税課長補佐兼税制係長 （議案第92号につ

いて説明。） 

○山形委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  相馬委員。 

○相馬委員 そうしますと、これまで、３月が年度

の 後がその年度の固定資産税の納期であったも

のが、回数は、４回のものが12月が 後になる、

で、６月……そうすると、年に４回って、何月と

何月と何月になるんでしょうか。すみません、お

願いします。 

○山形委員長 課長。 

○福田収税課長 こちらにつきましては、これまで、

第３期が12月でございましたけれども、こちらの

ほうが９月のほうに移動しまして、これまで２月

であったもの、こちらにつきまして、12月に第４

期のほうが移動するという形になってございます。 

○山形委員長 相馬委員。 

○相馬委員 その移動することによって、収税の確

保が見込めるという今説明だったと思うんですが、

どういう根拠でそういうふうな移動すると滞納率

が減るということなんでしょうか。 

○山形委員長 課長。 

○福田収税課長 納期の前倒しによる収納率等への

効果というところかと思うんですけれども、現在、

第４期の納期が２月末であるためでして、滞納が
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発生した場合の督促状の発送が３月20日前後とな

っております。滞納整理の期間が僅かしか確保で

きない状況にありますが、 終納期を年内に設定

することで、出納閉鎖までの期間に十分な滞納整

理を行うことができるため、収納率は向上すると

考えております。 

  具体的な効果で申し上げますと、県内25市町の

うち、年内に全ての納期を設定している17市町と

本市と同様に第４期を２月に設定している６市町

について令和２年度の収納率で比較しますと、17

市町の平均収納率は98.18％、対しまして、６市

町の平均収納率が97.35％という形になっており

まして、その差が0.83ポイントとなっております。

こちらのほうの納期を前倒しすることが収納率の

向上に作用しているというふうに考えております。 

  なお、本市において0.83ポイントの収納率の向

上を図ることができた場合、約8,000万円の増収

が見込めるというふうに考えております。 

  以上です。 

○山形委員長 相馬委員。 

○相馬委員 理由はよく分かりました。 

  これ、附則で令和５年からというふうに、令和

５年４月が施行というふうになってございますが、

そうすると、来年１年間かけて市民に説明してい

くということなんでしょうか。 

○山形委員長 課長。 

○福田収税課長 御指摘のとおりでございまして、

納期が早まることで、企業の資金繰りであったり

とか、あと、一般家庭の家計のやりくり等に負担

が生じてしまう可能性が十分にございますので、

こちらの前年度に十分な周知を行いまして、納税

者の理解を図っていきたいというふうに考えてお

ります。 

○山形委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

○山形委員長 討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第92号 那須塩原市税条例の一部改正につ

いては、原案のとおり可決すべきものとすること

に異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第92号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第９３号の説明、質疑、討

論、採決 

○山形委員長 次に、議案第93号 那須塩原市都市

計画税条例の一部改正についてを議題といたしま

す。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長補佐。 
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○戸山課税課長補佐兼税制係長 （議案第93号につ

いて説明。） 

○山形委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  相馬委員。 

○相馬委員 都市計画税の0.2％を継続するという

ことなんですが、先ほど、都市計画事業がないと

いう説明だったんですが、都市計画の事業がない

のにずっとこう0.2を維持し続ける理由を説明願

います。 

○山形委員長 課長補佐。 

○戸山課税課長補佐兼税制係長 新たなものはない

んですが、合併当時以後、都市計画事業に充当を

しておりまして、今現在、そちらの都市計画税の

収入と、プラスそちら公債費の償還分に充てさせ

ていただいているものですから、今後も続ける予

定でございます。 

○山形委員長 相馬委員。 

○相馬委員 これは下水道債か何かの償還になって

いるんだと思うんですが、なおかつ、用途地域指

定されているところが課税対象になっていると思

うんですが、用途地域指定されていても、その都

市計画事業の利益に該当しない地域も同じように

0.2％というふうになってございますが、これに

ついて税の公平性という観点から、これまで、例

えば上限である0.3％、それから0.2％、0.1％と

かというふうな、そういった適用をするというよ

うな、そういった議論はされたことはあるのかな

いのかお伺いしたいと思いますが。 

○山形委員長 課長補佐。 

○戸山課税課長補佐兼税制係長 税率につきまして

は、本則で0.3％で制定していますが、特例で

0.2％としておりまして、２年都度延長を合併後

からしておりまして、２年都度その税率について

は検討をしてまいりました。 

○山形委員長 相馬委員。 

○相馬委員 都市計画事業にもたらされたその利益

の地域間の格差ということに関する議論は、今ま

ではしていないということでよろしいでしょうか。 

○山形委員長 部長。 

○小出総務部長 すみません、施設ですね、都市計

画税を負担している地域に十分な、じゃ都市施設

というか都市計画税を財源とした事業が行われて

いるかということだと思うんですけれども、その

辺については、課税課というよりは整備する側の

話になってきまして、例えば、都市整備課とかそ

ういうところで、例えば、あるいは下水道課で下

水を整備するとか、都市計画道路を装備するとい

うのは、そちらの所管課のほうで事業を組み立て

てやっているというところですので、大変申し訳

ない、そちらの事業の所管されるところはちょっ

と違うもんですから、課税課に、すみません、そ

の御質問をいただいてもなかなかちょっと答えに

くいところでございまして、申し訳ございません。 

○山形委員長 相馬委員。 

○相馬委員 しかしながら、条例改正の上程は総務、

課税課から上程されているわけですから、この数

字は事務を執行する側、都市計画とか、そういっ

たところではなくて、この税率に関する公平性が

どうかというのは、課税課のほうで現状と勘案し

て検討はすべきなんだろうと思うんですが、これ

までそういった検討はされなかったということで

よろしいですか。 

○山形委員長 部長。 

○小出総務部長 課税というところにつきましては、

ある程度エリアというか、区域で設定をさせてい

ただいているというところがございまして、現状、

先ほど申し上げましたように、税率もそういった

事業の進捗等に鑑みて、若干低めに抑えていると

か、そういったところがありますので、そこは一
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定の配慮といいますかね、そういったことはやは

り考えさせて、考慮させていただいているという

ようには考えております。 

  あとは大きなところで、じゃ用途地域に課税さ

れているということであれば、じゃそのまま用途

地域として指定していていいのかというところ、

当然、外せば、この都市計画税の対象エリアとい

うところから外れてくるということにもなるんで

すけれども、それのところはやっぱり課税課とい

うよりは、建設部サイドの範疇になってくるんで、

課税課としては、一応、用途を指定されていると

ころにて一定の税率をかけて、課税させていただ

いているというところでございまして、その課税

の要件としても、事業等に鑑みて、それから実態

に鑑みて、若干税率のほうは低く抑えさせていた

だいているというところでございます。課税課だ

から特に何も考えていなく課税しているというこ

とではないということでございます。 

○山形委員長 ほかに質疑はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 それでは、質疑の途中ですが、議員

間討議に入ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第93号 那須塩原市都市計画税条例の一部

改正については、原案のとおり可決すべきものと

することに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第93号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  課税課、収税課の所管の審査事項は以上となり

ます。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 １時０９分 

 

再開 午後 １時１６分 

 

○山形委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○山形委員長 それでは、次第３、その他に入りま

す。 

  委員の皆様から何かございますか。 

  山本委員。 

○山本委員 今日の審査の仕方についてなんですけ

れども、ここまでぶっ続けでやるということにつ

いて、やはり結果論かもしれないんですけれども、

企画部をやって、やっぱり休憩を取って午後から

総務部というようなことにしていただきたかった

です。というのは、これ中継もされているんです

よね。建設なんかも遅くまではやってはおりまし
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たけれども、今、１時15分を過ぎて、ここでずっ

と座り続けているのは非常に頭が回らなくなりま

すし、今後の進め方は、それは見えないところは

ありますけれども、余裕を持って、何か早くやめ

ることがいいわけではないので、配慮を願いたい

というふうに思います。 

○山形委員長 ほかにございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 事務局から何かございますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 それでは、次第３、その他を終了い

たします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎閉会の宣告 

○山形委員長 以上で、今定例会議における委員会

の議事日程は全て終了いたしました。 

  本委員会の審査報告書は、本職が作成し、議長

に提出いたしますので、御一任くださるようお願

いいたします。 

  これをもちまして、総務企画常任委員会を閉会

いたします。 

  大変御苦労さまでした。 

 

閉会 午後 １時１７分 
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